
資料資料資料資料１１１１

NO.
実行計画
のページ

番号
意見等 説　明

1 13
●平和行政推進事業
・類似の事業が県内でどの程
度、実施されている？

・Ｈ29年度平和事業調査結果「平和首長会議実
施参照」
　浦添市　少年少女合唱団によるミニ合唱
　北谷町　平和コンサート
　展示会等を開催する市町村が多い。

2 15
●自治会運営事業
・１人当たり90円の根拠は？
・残金がある場合の対応は？

・西原町自治会運営補助金交付規程に基づき、
９０円を交付しています。
　平成19年　「９５円」から「９０円」に改正
・地域行事で執行されております。

3 17
●西原まつり運営事業
・事業費が0の年度があるのは
なぜか？

・町の財政状況が厳しいため、２年に１度の開
催となっております。

4 23
●人材育成会補助金交付事業
・申請がない年度があるなら、
必要性が問われる。

・主な事業として奨学金貸与、児童生徒県外派
遣補助を実施し、申請は毎年あります。
・基本的には寄付金で運営しています。

5 29

●特別支援教育支援員派遣事
業
・事業を縮小・廃止した場合、ど
のような影響が懸念されるか？

・学習や生活の面で特別な支援が必要な児童
生徒の対応に時間を割くことになります。

6 49
●私立幼稚園就園奨励費補助
事業
・なぜ必要なのか？

・保護者の経済的負担の軽減と幼稚園教育の
振興に資するため実施しております。
　○補助金交付の対象
　　町内在住で私立幼稚園に在園する3歳児か
ら5歳児の世帯で、市町村民税所得割課税額に
応じて補助。
   平成30年度　 該当園児数30人
　　交付決定額　2,125,000円

7 64

●社会体育施設運営事業
・新たな収入の確保、広域化、
外部委託など、維持の場合で
も、その在り方を検討する必要
はないか？

・パークゴルフ場やテニスコートは、町シルバー
人材センターに管理委託をしています。
・新たな収入確保の検討はできていませんが、
使用料の見直しは検討しています。

　西原町行革推進委員会委員からのご意見について
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8 65

●東崎公園管理運営事業
・新たな収入の確保、広域化、
外部委託など、維持の場合で
も、その在り方を検討する必要
はないか？

・指定管理者制度を導入しても、経費節減や
サービス向上が期待できないことから導入を断
念しています。
現在は、施設管理を民間業者に委託していま
す。
・新たな収入確保の検討はできていませんが、
使用料の見直しは検討しています。

9 67

●文化財事務運営事業
・受講者が比較的少ないように
見えるが、圧縮できる部分はな
いか？

・平成３１年度の文化財保存活用事業の延伸を
検討しています。
・新春書初め大会は、文化協会で実施してもら
いました。

10 72
●海外移住者子弟受入事業
・必要性がないのでは？

・Ｈ30年度から受入人数、受入期間の見直しを
行い、事業縮小をしています。
　受入期間：平成30年10月1日～11月30日
　受入人数：1名
　研修内容：日本語研修、文化研修
　　　※企業研修は取りやめ
　宿泊先：ホームステイからＪＩＣＡ宿泊に変更
　　　※職員による送迎はなくし、バス移動として
います。

11 73
●世界のニシハランチュ大会事
業
・必要性がないのでは？

・１０月３０日を「世界ウチナーンチュの日」と定
められたため、５年に１度の町を挙げた関連事
業を実施しています。

12 158

●老人福祉事務運営事業
・どのような使われ方がされて
いるか、調査すべき。
・残金の扱いなども確認すべ
き。

・補助金の使途について、適正な執行がなされ
ているか確認していきます。
・残金については、老人会周年記念事業に充て
ることで調整をしています。

13 159
米寿・カジマヤー百歳以上記念
品事業
・優先度が低いのでは？

・各市町村支給状況　（資料２）

14 160
●敬老祝金交付事業
・優先度が低いのでは？

・節目の８０歳、８５歳、８８歳、９７歳、100歳に
支給しています。
・段階的な縮減をしてきています。
各市町村支給状況　（資料２）
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15 164
●老人福祉施設入所保護措置
事業
・必要性を検討すべき。

・老人福祉法第１１条第１項第１号により、老人
を養護老人ホームに措置入所させることが適当
と認められたものを保護し、最低限の生活を保
障することになっております。
　入所者2名、住居がなく、知的障害のため入所
保護となっております。

16 165
●介護用品支給事業
・必要性を検討すべき。優先度
が低いのでは？

・平成２８年度から助成額を毎年減額しており、
廃止の検討となっています。
　　Ｈ29　6,000円　→　Ｈ30　5,000円
      （おむつ代）
　低所得者世帯限定ともいえる事業で、在宅支
援での介護費用負担軽減対策として実施してお
ります。

17 199
●さとうきび振興事業
・振興が進む可能性はどの程
度あるのか？

・農家の高齢化と担い手不足で作付面積や生
産量は減少しています。本県の基幹作物である
さとうきびを守るため、農薬補助等を行い、生産
の安定を図っています。

18 220
●すぐやる事業
・事業統合の可能性はない
か？

・維持管理部署を設置することが理想でありま
すが、財政的に厳しいため断念しています。
（第6次西原町行政改革大綱　平成29実施状況
報告（案）「維持管理業務の一元化」　Ｐ2参照）

19 244

●町営住宅管理事業
・町営住宅を廃止し、本当に必
要な対象者にのみ、住宅補助
を行う方がよいのでは？

平成７年建築　　6世帯入所
Ｈ30　収入予定（家賃）　　1,951,000円
　　　　歳出予定（管理費）　110,000円

20 250
●総務事務運営事業
・総合案内業務は、どの程度必
要か？

・来庁者の用件に対しての部署案内や、電話応
対が多いため、住民サービスの向上のために
配置しております。

21 260

●広報事務運営事業
・広報誌の発行は、どの程度効
果的か？優先度が低い可能性
はないか？

・行政のお知らせや地域情報を町民へ広報する
ために行っております。（インターネット環境の無
い町民への広報になります。）
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22 277
●一時借入金事業
・臨時財政対策債発行のリスク
にどう対応しているか？

※一時借入とは、予算はあるが、実際に支出す
るときの現金がないため、一時的に金融機関か
ら借り入れを行うものです。（Ｈ29は11億円を64
日間借り入れたものをはじめ、4回に渡り計30億
円の一時借入を行いました。）
国県からの補助金は事業完了した後にしか
入ってこないため、その間の支払いで現金が不
足するため一時借入が行われます。

→補助金請求を早めることや、各課で大きな支
出や収入が入る見込みを早めに立てて、一時
借入の総額を抑えるようにしています。

※臨時財政対策債とは、国が地方自治体に配
分する交付税交付金のうち、不足している分を
地方自治体が臨時的に借金（概ね20年返済）を
して補うというもので、国はその分をその後の交
付税交付金で地方自治体に配分していくもので
す。

→交付税交付金は、補助金と違い、地方自治
体が自由に使える財源です。その代わりとなる
臨時財政対策債は全額借入をしなければ、予
算編成が厳しい状況となります。

23 286
●議会運営事業
・使い道はどうチェックしている
か？

・政務活動費については、報告書、領収書を
チェックして、議会だより（資料３）で公表してい
ます。
・Ｈ３０政務活動費は、財政状況が厳しいため予
算措置はしていません。

24 287

●議員報酬事業
・議員定数や議員報酬の状況
は他市町村と比較してどうなの
か

・近隣町村の議会定数及び報酬　（資料４）

25 289

●議会広報事業
・議会だよりの発行に変わる方
法はないか？
・配布するだけでは、効果的な
広報か、分からない。

・予算や条例等の議決内容を議会だより、議会
録画配信、ホームページで町民へ広報を行って
おります。
（インターネット環境の無い町民への広報になり
ます。）
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